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策定目的

令和６年１月１日に発生した能登半島地震からの復旧・復興はまだまだ道半ばであり、全ての市民の生活再建、道路や漁港、農地等の生活・産
業基盤の早期復旧、地域産業や地域コミュニティの復興に全市一丸となり取り組む必要があります。

このため、復旧・復興の全体像を「見える化」し、市民や市内企業・団体等と共有するため、今後、概ね３年間の取組の羅針盤とするロードマップ
を定め、力強い復興と都市の強靱化に繋げることとするものです。

なお、復旧・復興にあたっては、国、県、市が連携した取組が必要不可欠であり、当ロードマップは「富山県復旧・復興ロードマップ」（令和６年３
月策定）の考え方も参考に策定したものです。

また、当ロードマップは、予算措置の状況や、今後の取組の進捗や市民・地域ニーズにあわせ、柔軟に見直すことといたします。

「４つの柱」と取組の方向性

Ⅰ 住宅・暮らしの

再建

Ⅱ 公共インフラの

復旧

Ⅲ 地域産業の

復興

Ⅳ 地域防災力の

強化

市民生活の礎となる住宅と日常の暮らしについて、基礎自治体として市民に寄り添い、時宜を得た伴走型の支援を継続
します。
特に、液状化の被害が市内各所で発生しており、被害が顕著であった地区等を対象に、国・県と連携を図り、地域住民の
声を反映しながら、迅速かつ効果的な対策の検討を行うとともに、被災住宅の耐震化と復旧を支援します。

土木施設、下水道施設、農林水産施設を中心に大きな被害を受けており、令和８年度末を目標に復旧を完了させるため、
国・県と連携し迅速な対応を進めます。
また、長期的な復旧が必要な施設については、市民生活と企業活動への影響を極力抑えるため、関係者の声を十分に
勘案し、復旧を進めます。
一方、今後の災害に備え、今回の被災を教訓に、引き続き耐震化等により、公共インフラの強靱化に取り組みます。

本市の産業を支える、中小企業者等の生業の再建に向け、国・県と連携し、きめ細かな支援により、力強い復興に繋げ
ます。
また、北陸新幹線の敦賀延伸等により、本市への注目は高まっており、国・県、ＪＲ等のキャンペーンにあわせ、本市内
の観光コンテンツの魅力を最大限生かした誘客に繋げます。

地域住民の避難行動等について十分に周知が図られていなかったことや、避難所の運営面での課題について、避難行
動分析等を通じて検証し、地域防災計画の見直しの検討を含め、各地域の防災力を強化します。
また、今後の災害に備え、地域が主体的に考え、行動することで、地域防災力と地域コミュニティの強化が図られるよう、
自主防災組織や町内会の取組を支援します。

■基本方針

１



「４つの柱」と対応項目

Ⅰ 住宅・暮らしの再建

1 住宅の復旧
2 被災者の生活再建
3 災害廃棄物の処理
4 液状化対策
5 被災者の健康管理

1 土木施設（道路・橋りょう等）の復旧
2 上下水道施設等の復旧
3 農林水産施設の復旧
4 その他公共施設の復旧

1 中小企業等の復興
2 観光業の復興

1 防災・減災計画の見直し
2 避難所運営体制の強化
3 地域コミュニティの復興支援

■基本方針

Ⅱ 公共インフラの復旧

Ⅲ 地域産業の復興

Ⅳ 地域防災力の強化

２



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

(１) 家屋の応急保全、

解体撤去

営繕課

災害救助法
適用に
伴う支援

[申請受付]
R6.4.16
～
R7.3.31
※申請期間
延長

（～6.9.30
⇒
～R7.3.31）

廃棄物
対策課

１ 住宅の復旧

・ 被災した「半壊」以上の家屋を所有者に代わって解体する「公費解体」を令和6年度末を目標に完了させる。

・ 関係団体等と連携し、木造住宅の耐震化に向けた取組を一層推進する。

概ね３年間で達成すべき目標

Ⅰ 住宅・暮らしの再建

②住宅の応急修理（市）

①家屋の障害物の除去、
ブルーシートの配布

３

③被災家屋の公費解体撤去、
または費用償還

状況に応じて
期間の延長を検討

※公費解体した家屋の固定資産税等の減免は P7参照



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

（２） 木造住宅耐震

改修等支援

継続実施 居住
政策課

R6.7.1～

R6.7.1～

R6.7.1～

R6.7.1～

１ 住宅の復旧

Ⅰ 住宅・暮らしの再建

①旧耐震基準木造住宅の耐震改修支援

②旧耐震基準木造住宅の耐震改修設計支援

４

③【被災住宅の耐震化支援】
罹災証明（準半壊以上）の交付を受け、
耐震性が不足する木造在来軸組工法の
住宅の建替・耐震改修を支援

④【被災住宅の耐震化支援】
罹災証明（一部損壊）の交付を受け、耐震性が不足しており、
一定以上の沈下・傾斜が生じた、木造在来軸組工法の
住宅の建替・耐震改修を支援

⑤【被災住宅の復旧支援】
罹災証明（一部損壊以上）の交付を受け、
一定以上の沈下・傾斜が生じた
住宅の復旧を支援

⑥【宅地液状化等の復旧支援】
液状化被害を受けた宅地の復旧を支援
（ア）復旧工事
（イ）地盤改良工事
（ウ）傾斜修復工事

⑦木造住宅耐震化と
液状化被害復旧セミナーの開催支援



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

(１) 弔慰金・見舞金・

義援金

福祉
政策課

生活
支援課

（２） 被災者生活

再建支援金

被災者生
活再建支
援法に伴う
支援

福祉
政策課

２ 被災者の生活再建

・ 災害見舞金・義援金、被災者生活再建支援金等の支援制度を周知し、円滑、迅速な支給により被災者の生活

再建を支援する。

・ 国・県・市等の支援内容を、市の窓口・ホームページ、富山市公式ＬＩＮＥ等を通じて、十分に周知する。

概ね３年間で達成すべき目標

Ⅰ 住宅・暮らしの再建

①被災者生活再建支援金
（国制度、全壊～中規模半壊、解体・長期避難世帯）
※基礎支援金： ～R8.1.31 ※申請期間１年延長 、加算支援金：～R9.1.31

①災害弔慰金（死亡）、
災害障害見舞金（負傷、疾病）

②災害見舞金
（住宅全壊～一部損壊、重傷）

②被災者生活再建支援金
（県制度、半壊）
※加算支援金：～R9.1.31

③被災者生活再建支援金
（市独自制度、準半壊）
※加算支援金：～R9.1.31

③災害義援金
（住宅全壊～一部損壊、死亡・重傷）

５



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

(３) その他、生活

再建に向けた

支援

災害救助法
適用に伴う
支援

介護
保険課、
学校
教育課

賃貸型応急
住宅は、災害
救助法適用に
伴う支援

市営
住宅課

学校
教育課

災害救助法
適用に伴う
支援

福祉
政策課

市民
協働
相談課

継続実施
文化
国際課

２ 被災者の生活再建

Ⅰ 住宅・暮らしの再建

④災害援護資金貸付金

⑥富山市外国人ワンストップ相談窓口

③就学援助
住宅半壊以上の家庭の給食費・学用品費などの支援

②市営住宅（原則半年間、１年間まで延長可能）、
賃貸型応急住宅（民間賃貸住宅、２年間）の
一時提供

入居済みの方については、
住宅の復旧状況等により
受入期間の延長を検討

①被服、寝具その他生活必需品、
学用品の支給

⑤特別法律相談会

６



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

（４） 保険料、利用料、

公共料金の

減額・減免等

上下
水道局
料金課

介護
保険課

保険
年金課

こども
保育課

障害
福祉課、
こども
健康課

市民税
課、
納税課

資産税
課

建築
指導課

消防局
予防課

２ 被災者の生活再建

Ⅰ 住宅・暮らしの再建

③国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の減免

②介護保険料、介護サービス利用料の減免

状況に応じて
期間の延長を検討

⑧建築確認申請等の手数料免除
（半壊以上で滅失または破損のため
建築する建築物、建築設備、工作物

⑨危険物施設の設置・変更許可申請に係る
手数料免除 （被災した危険物施設）

状況に応じて
期間の延長を検討

⑤障害福祉サービスの利用者負担の軽減等

①上下水道料金の
減額

復旧関連の使用は
４月以降も対応

⑦固定資産税等の減免
（R５年度４期分のみ）

⑥市税の申告・納付等の期限の延長
（法人市民税、市たばこ税、入湯税、事業所税）

④公立・私立の保育料、給食費、時間外保育料
及び一時預かり保育料の軽減措置

状況に応じて
期間の延長を検討

７

⑦公費解体した家屋の固定資産税、都市計画税の減免
（R６年度３期分～R7年度分のうち、解体後に到来する納期分）



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

(１) 災害ごみの処理
環境
センター
業務課

環境
センター
管理課

廃棄物
対策課

３ 災害廃棄物の処理

・ 今後の災害に備えるため、本市における災害ごみの収集、倒壊・破損ブロック塀の処理等に加え、近隣自治体の

取組内容を検証し、民間事業者・団体等との連携強化を含め、処理体制の充実を図る。

概ね３年間で達成すべき目標

Ⅰ 住宅・暮らしの再建

②倒壊・破損ブロック塀の
収集

③ブロック塀処理相当額の
補助

①災害ごみの収集 通常の収集体制で対応

８



４ 液状化対策

・国・県との連携により液状化防止対策のノウハウを蓄積し、地域住民と共有しながら、今後の大規模地震に伴い

発生し得る液状化被害を防止するための検討や支援を行う。

・被災住宅の耐震化・復旧を支援する補助金について、市独自制度の創設を含め、必要な予算を確保した上で、

支援制度を周知する。

概ね３年間で達成すべき目標

Ⅰ 住宅・暮らしの再建

９

ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

（１） 宅地と道路等の

一体的な液状化

防止対策

建設
政策課

対策期間
は未定

①被災状況把握、
国・県等と連携した液状化防止対策の情報収集、
地域住民等への共有

地域住民との
合意形成等

②【宅地の液状化による変動予測調査】
地盤調査、液状化リスクの整理、
対策の必要性・実施可能性、
工法等の検討
⇒ 令和6年内を目途に、調査結果等を地域住民に説明

③【宅地と道路等の一体的な液状化防止対策
（宅地液状化防止事業）】
■ 調査結果等により対策の必要性、
実施可能性等が認められ、
地域住民との合意形成が図られた場合に実施。



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

(２) 被災住宅の

耐震化・復旧

支援

（再掲） 居住
政策課

（再掲）
R6.7.1～

（再掲）
R6.7.1～

（再掲）
R6.7.1～

（再掲）

４ 液状化対策

Ⅰ 住宅・暮らしの再建

①【被災住宅の耐震化支援】
罹災証明（準半壊以上）の交付を受け、
耐震性が不足する木造在来軸組工法の住宅の
建替・耐震改修を支援

③【被災住宅の復旧支援】
罹災証明（一部損壊以上）の交付を受け、
一定以上の沈下・傾斜が生じた住宅の
復旧を支援

②【被災住宅の耐震化支援】
罹災証明（一部損壊）の交付を受け、
耐震性が不足しており、
一定以上の沈下・傾斜が生じた、
木造在来軸組工法の住宅の建替・耐震改修を支援

１０

④【宅地液状化等の復旧支援】
液状化被害を受けた宅地の復旧を支援
（ア）復旧工事
（イ）地盤改良工事
（ウ）傾斜修復工事

⑤木造住宅耐震化と
液状化被害復旧セミナーの開催支援



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

（１） 市内小中学校に

おける心のケア

学校
教育課

５ 被災者の健康管理

・ 基礎自治体として市民に寄り添い、専門職による心のケア等の健康管理を行う。

概ね３年間で達成すべき目標

Ⅰ 住宅・暮らしの再建

①スクールカウンセラー、
臨床心理士の派遣

以降は、通常の
派遣体制で対応

１１



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

(１) 道路、橋りょう、

公園の復旧

道路
河川
管理課

R6.6.28
完了

道路
整備課

道路
構造
保全
対策課

１ 土木施設（道路・橋りょう等）の復旧

・ 令和７年度末を目標に、被災した道路・橋りょう・公園等の復旧を完了させる。

概ね３年間で達成すべき目標

Ⅱ 公共インフラの復旧

【松川沿い市道（安住橋～宮下橋付近）】

②応急
対応

①被災状況
調査

【市道（約２００箇所）】

①被災状況調査

②応急対応

③国の「災害査定」

④本復旧工事
（令和7年度末完了目標）

【塩倉橋】

①被災状況調査

③国の「災害査定」

③国の「災害査定」

１２

②応急対応
④本復旧工事
（令和6年度末完了目標）

④本復旧工事
（令和6年6月末完了）



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

(１) 道路、橋りょう、

公園の復旧

公園
緑地課

R6.4.30
完了

１ 土木施設（道路・橋りょう等）の復旧

Ⅱ 公共インフラの復旧

【城址公園】

【松川公園】

③本復旧工事
（令和6年度末完了目標）

①被災状況
調査

②国の
「災害査定」

１３

【城山公園（ファミリーパーク）外６公園】

①被災状況
調査

②国の
「災害査定」

③本復旧工事
（令和6年度末完了目標）

松川護岸復旧工事（県施工）
の進捗に応じて延長を検討

①被災状況
調査

②本復旧工事
（令和6年度上半期完了）



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

(２) 市営住宅の復旧
市営
住宅課

(３) 法定外公共物

の復旧

道路
河川
管理課

(４) 宅地と道路等の

一体的な液状化

防止対策

１ 土木施設（道路・橋りょう等）の復旧

Ⅱ 公共インフラの復旧

②応急対応

①被災状況調査

Ⅰ住宅・暮らしの再建 ー ４ 液状化対策 のとおり

③本復旧工事
（令和７年度末完了目標）

①被災市営住宅等の修繕
（宮ケ島団地外20団地）

１４



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

（１） 水道施設の

復旧・耐震化

上下
水道局
水道課

（２） 下水道施設の

復旧・耐震化

上下
水道局
下水道
課

２ 上下水道施設等の復旧

・ 令和７年度末を目標に、被災した下水道施設の復旧を完了させる。

・ 第２次富山市上下水道事業中長期ビジョン（H29～R8年度）等に基づき、国の支援を活用しながら、上下水道

施設の耐震化を推進する。（配水幹線及び配水幹線と救急告示医療機関や避難所を連絡する管路、下水道施

設等の耐震化）

・ 令和６年度末を目標に、被災した農業集落排水施設の復旧を完了させる。

概ね３年間で達成すべき目標

Ⅱ 公共インフラの復旧

①水道施設の復旧

②水道施設の耐震化の推進
※第２次富山市上下水道事業中長期ビジョン（H29～R8年度）に基づき、計画的に実施

①被災状況調査

②国の「災害査定」 ③本復旧工事
（令和７年度末完了目標）

④下水道施設の耐震化の推進
※下水道施設の改築に合わせた耐震化の実施

１５



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

（３） 農業集落

排水施設の

復旧

農村
整備課

２ 上下水道施設等の復旧

Ⅱ 公共インフラの復旧

①被災状況調査

②応急対応

１６

④本復旧工事
（令和６年度末完了目標）

③国の
「災害査定」



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

（１） 農地や

農業用水利施設

等の復旧

農村
整備課、

農地
林務課

３ 農林水産施設の復旧

・ 令和６年度末を目標に、被災した農業者の農業用施設や機械、漁業者等の漁具の復旧を完了させる。

・ 令和８年度末を目標に、被災した農地や農業用水利施設、林道や林業施設、民家付近の山地等の復旧を

完了させる。

・ 令和８年度末を目標に、被災した漁港施設、共同利用施設等の復旧を完了させる。

概ね３年間で達成すべき目標

Ⅱ 公共インフラの復旧

①被災状況調査

③国の
「災害査定」

④本復旧工事
（令和８年度末完了目標）

必要に応じて延長
②応急対応
（応急復旧工事等）

１７



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

（２） 農業用施設や

機械等の再建

農業
水産課、

農業
振興課

（３） 林道や林業施設

等の復旧

農地
林務課

３ 農林水産施設の復旧

Ⅱ 公共インフラの復旧

①被災状況調査

③【被災産地農業用施設支援事業】 （対象：農協等）
共同利用施設（乾燥施設、育苗施設等）の復旧支援

②復旧や対策の検討、支援事業の情報提供

①被災状況調査

②応急対応

④本復旧工事
（令和８年度末完了目標）

１８

④【被災農業者施設等支援事業】 （対象：被災農業者等）
農業用施設や機械等の復旧支援

必要に応じて延長③国の「災害査定」



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

（４） 法面崩壊箇所の

復旧（治山関係）

農地
林務課

（５） 漁港施設等の

復旧

農業
水産課

３ 農林水産施設の復旧

Ⅱ 公共インフラの復旧

①被災状況調査

③本復旧工事
（令和８年度末完了目標）

②測量設計

①被災状況調査

②応急対応

③国の「災害査定」
④本復旧工事
（令和８年度末完了目標）

１９



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

（６） 漁港共同利用

施設等の

復旧支援

農業
水産課

【四方漁港】
R6.8.8
完了

（７） 漁具の復旧支援
農業
水産課

３ 農林水産施設の復旧

Ⅱ 公共インフラの復旧

①被災状況調査

②応急対応
（水橋漁港仮荷捌き所整備支援）

①応急対応
（ホタルイカ定置網）

②漁具の復旧支援

③国の「災害査定」

２０

④【四方漁港、岩瀬船溜まり、水橋漁港】
施設復旧事業（令和８年度末完了目標）



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

（１） 文教施設の復旧
災害復旧
R6.5.31
完了

文化
国際課

災害復旧
R6.6.14
完了

学校
施設課

生涯
学習課

民俗
民芸村
管理
センター

４ その他公共施設の復旧

・ 令和６年度の早期を目標に、被災した公共施設の復旧を完了させる。

・ 今後の災害に備えるため、指定避難所であるオーバード・ホール、芸術創造センター、総合体育館等の特定

天井の改修を計画的に行い、防災拠点としての機能を高める。

概ね３年間で達成すべき目標

Ⅱ 公共インフラの復旧

①オーバード・ホール
災害復旧

オーバード・ホール
特定天井改修（設計）

オーバード・ホール
特定天井改修（工事）
※休館：R7.11月～R9.10月

③学校施設
災害復旧

２１

④旧森家住宅耐震補強
実施設計・土蔵耐震補強工事

旧森家住宅耐震補強
主屋耐震補強工事

⑤民俗民芸村（売薬資料館等）
災害復旧

芸術創造センター
特定天井改修工事

②芸術創造センター
災害復旧



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

(２) スポーツ施設の

復旧

【市民プール】
R6.3.29
完了

【八尾スポーツア
リーナ】
R6.6.28
完了

スポーツ
健康課

（３） その他施設の

復旧

R6.5.10～
一部営業再開
（※多目的ホール
を除く）

R6.9.1～
多目的ホール
営業再開

商工
労政課

【春日温泉】
R6.2.22
完了

コンベン
ション・
薬業
物産課、

観光
政策課

【婦中・八尾】
R6.6.19
完了

【大沢野】
R6.4.19
完了

管財課

４ その他公共施設の復旧

Ⅱ 公共インフラの復旧

①呉羽ハイツ
応急対応、仮復旧工事

呉羽ハイツ
浄化槽本設工事

呉羽ハイツ
崩壊斜面本復旧工事

②岩瀬カナル会館、富山国際会議場、春日温泉（源泉設備）等
応急対応、復旧工事

③本庁舎、婦中・八尾行政サービスセンター、大沢野会館別館等
災害復旧

２２

④総合体育館
特定天井改修（工事）

③八尾スポーツアリーナ
災害復旧

②東富山温水プール
点検

①市民プール
災害復旧



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

(１) 被災状況に

応じた相談体制

の構築と、市の

融資・助成金等

による支援

商工
労政課

継続事業

継続事業

継続事業 企業
立地課

（２） 国・県の支援

メニューの

活用支援等

商工
労政課

１ 中小企業等の復興

・ 市の融資制度や助成金、国・県の支援メニューの活用を促すため、中小企業経営相談員による継続的な経営

相談等により、各種制度を周知し、適切で効果的な支援に繋げる。

概ね３年間で達成すべき目標

Ⅲ 地域産業の復興

①被災状況の把握
中小企業景況調査（４半期毎）など

②中小企業経営相談員による経営相談
被害や経営状況に応じて、市の融資や国・県等の支援メニューの活用を促す。
（富山県なりわい再建支援補助金等）

状況に応じて
延長を検討

①（国）小規模事業者持続化補助金「災害支援枠」、
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の
申請に必要となる被害の証明書等の発行

状況に応じて
延長を検討

②（県）富山県商店街災害復旧等事業補助金の
申請に必要となる支援表明書の発行

③経営安定資金・災害枠の融資 災害時に利用しやすい融資制度の検討（継続）

④工場等の移設に係る助成金
用地建物設備取得助成金、企業立地拡充助成金等

⑤企業支援講演会（事業継続力の強化等）の
開催

２３



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

(１) 観光需要の

回復に向けた

取組

観光
政策課

２ 観光業の復興

・ 地震による風評被害や旅行自粛を払拭し、旅行者が安心して観光を楽しめる受入環境を整える。

・ 北陸新幹線の敦賀延伸、国・県の誘客キャンペーン、JRの北陸ディスティネーションキャンペーン、大阪・関西

万博などを契機として、本市内の観光コンテンツの魅力を最大限生かし、国内やインバウンドの誘客に繋げる。

概ね３年間で達成すべき目標

Ⅲ 地域産業の復興

⑤観光PR等による
継続的な誘客

④大阪・関西万博等の活用、
関西圏での出向誘致宣伝

③北陸デスティネーション
キャンペーン等の活用、
北陸３都市合同PR、
県内DCイベント等の実施

②とやま応援
クーポン（県）、
北陸応援割（国）
等の活用

①市内観光・
宿泊施設の
被災状況、
被害額の
把握

令和6年度調査結果に基づく効果的なPR、
PRグッズの作成・販売、関連イベントの開催等

ホームページ等の
アクセス調査、
寿司店の聞き取り調査、
路面電車のラッピング、
PR動画の作成

ホームページ・ＳＮＳ
の開設、

ロゴマーク・ポスター等
の作成

２４

⑥【「すしのまちとやま」のブランド化】

インバウンド等の超富裕層向け旅行商品の造成とファムツアーの実施、
市内観光関連事業者の「稼げる観光商品」の造成支援、
造成した旅行商品の効果分析等

⑦【インバウンド回復に向けた取組】



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

(２) コンベンション

誘致や

その他の取組

コンベン
ション・
薬業
物産課

２ 観光業の復興

Ⅲ 地域産業の復興

①コンベンション、合宿、スポーツ大会等の開催補助金による、交流人口の拡大（継続）
※R6新規：市内文化・スポーツ団体が合宿・大会等を誘致した際の奨励金の支給、

富山ならではの体験プログラムの体験料助成

②富山デザインフェアでの「輪島塗」PRコーナー設置、
大阪駅観光物産展での「輪島塗」等の伝統工芸品のPR

２５



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

(１) 能登半島地震

への対応の検証

防災
危機
管理課

１ 防災・減災計画の見直し

・地域住民の避難行動等について十分に周知が図られていなかったことや、避難所の運営面での課題について、

避難行動分析等を通じて検証する。

・能登半島地震の検証結果を踏まえ、市地域防災計画等の見直しや検討を進める。

・今後の大規模災害に対応できるよう市民の防災意識の高揚を図る。

概ね３年間で達成すべき目標

Ⅳ 地域防災力の強化

防災基本計画や富山県地域防災計画
の見直しを踏まえた運用と随時の見直し

地域防災計画やBCP（業務継続計画）の
検証・見直し

企業・団体等との災害協定締結の拡充、
内容の見直し

備蓄物資について、随時見直し・検討備蓄場所（分散備蓄）や輸送手順の検討

民間企業等連携啓発
事業の実施

企業・団体等との意
見交換会の実施

①【計画の検証・見直し】

②【企業・団体との連携強化】

③【備蓄物資についての検討】

２６



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

(２) 市民に対する

防災啓発の

充実・強化

防災
危機
管理課

１ 防災・減災計画の見直し

Ⅳ 地域防災力の強化

各種ハザードマップの
継続的な周知・啓発

「富山市防災の手引き」の
作成・配布、
津波ハザードマップの再配布
（沿岸地域）

出前講座やホームページ、
広報番組や広報誌による
防災啓発の実施

全自治振興会での
防災啓発事業の実施
（計13回実施、
富山県防災士会との連携事業）

①【ハザードマップ関連】

避難行動分析調査 地域特性に応じた、
防災施策の立案・市民への防災啓発

③【地域特性に応じた市民の避難行動の推進】

②【防災啓発】

２７



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

(１) 避難所開設・

運営体制の強化

防災
危機
管理課

（２） 備蓄物資供給

体制の検証

（再掲）
防災
危機
管理課

２ 避難所運営体制の強化

・ 平時から、地域住民や関係機関との連携・協力を図り、機能的な避難所運営体制を構築する。

・ 地震発生後に迅速に避難所を開設できるよう、ハード、ソフトの両面から避難所運営体制を強化する。

概ね３年間で達成すべき目標

Ⅳ 地域防災力の強化

①避難所開設・運営訓練 ※各年度、３地区程度で実施
（迅速な開設体制の確保、小中学校や自治振興会との連携強化、避難者支援体制の強化）

備蓄物資について、随時見直し・検討

②発災時の迅速な避難所開設体制の強化
ハード・ソフト両面から、施設開錠方法等を検討

②備蓄場所（分散備蓄）や輸送手順の検討

企業・団体等との災害協定締結の拡充、
内容の見直し

①企業・団体等との
意見交換会の実施

民間企業等連携
啓発事業の実施

２８



ロードマップ R5年度（R6.1～） R6年度 R7年度 R8年度 備 考 担当課

(１) 災害復旧に

関する町内会等

の支援

地域
コミュニ
ティ
推進課、

道路
河川
管理課

（２） 自助・共助の

取組推進

防災
危機
管理課

３ 地域コミュニティの復興支援

・ 今後の災害に備え、地域が主体的に考え、行動することで、地域防災力と地域コミュニティの強化が図られるよ

う、自主防災組織や町内会の取組を支援する。

概ね３年間で達成すべき目標

Ⅳ 地域防災力の強化

②消雪装置災害修繕補助金の交付

①災害復旧地域活動支援金の交付

①自主防災組織の育成（自主防災組織の活動支援、地区防災計画策定支援）

②防災士の育成（防災士資格の取得推進）

③避難行動要支援者の個別避難計画作成促進

２９



（参考）現在の主な市の被災者支援一覧

※１ 詳しくは問合せ先までご連絡ください。
最新情報は、市ホームページに掲載していますので、右の二次元コードからご確認ください。

市ホームページ

１．住宅の復旧

項目 内容 支援金額等
罹災証明
必要有無

期間
（見込）

問合せ先

(1) 住宅の応急修理

住宅の屋根や床、外壁、基礎、窓、トイレ等、日常生活におい
て必要不可欠な部分に使用できない程の被害を受け、自らの資
力で応急修理ができない場合に、市が最小限の応急修理を行
います。

【工事費用限度額】
半壊以上：706千円
準半壊：343千円

必要
[準半壊以上]

～
R6.12.31

営繕課
℡443-2095

(2)
被災家屋公費解体
撤去、費用償還

個人、中小企業者の家屋を、所有者の申請により、市が所有
者に代わって解体・撤去を行います。
また、市が公費解体を実施する前に、自費で解体・撤去した所
有者に、市が費用を償還します。

必要
[半壊以上]

[申請受付]
R6.4.16
～
R7.3.31
※申請期間
延長

（～R6.9.30
⇒
～R7.3.31）

廃棄物対策課
℡443-2178

(3)
木造住宅耐震改修
等支援

旧耐震基準で建てられた一戸建ての木造住宅の耐震改修や
危険なブロック塀等の建替・撤去を支援します。

①耐震改修：4/5補助、上限1,000千円
（まちなか・公共交通沿線は+300千
円）②ブロック塀建替え・撤去：2/3補助、
上限150千円（建替え）、
100千円（撤去）

不要 -
居住政策課
℡443-2112

（４）
木造住宅耐震改修
等支援（設計）

旧耐震基準で建てられた一戸建ての木造住宅の耐震改修に
向けた設計費の一部を支援します。

耐震設計：2/3補助、上限200千円 不要 R6.7.1～
居住政策課
℡443-2112

３０

※２ 令和６年能登半島地震に係る罹災証明書の受付は災害発生の日から13か月以内となります。



（参考）現在の主な市の被災者支援一覧

１．住宅の復旧

項目 内容 支援金額等
罹災証明
必要有無

期間
（見込）

問合せ先

(５)
被災住宅の耐震化
支援（準半壊以
上）

罹災証明（準半壊以上）の交付を受け、耐震性が不足する木造
在来軸組工法の住宅の建替・耐震改修を支援します。

現地での建替・耐震改修に要する経費
の4/5を補助
（上限1,200千円）

必要
[準半壊以上]

R6.4.1～
居住政策課
℡443-2112

(６)
被災住宅の耐震化
支援（一部損壊）

罹災証明（一部損壊）の交付を受け、耐震性が不足する木造在
来軸組工法の住宅の建替・耐震改修を支援します。
（その他一定の要件あり）

現地での建替・耐震改修に要する経費
の4/5を補助
（上限1,200千円）

必要
[一部損壊]

R6.7.1～
居住政策課
℡443-2112

(７)
被災住宅の復旧支
援

罹災証明（一部損壊以上）の交付を受け、一定の沈下傾斜が生
じた住宅の復旧を支援します。

基礎補強工事、沈下傾斜対策工事等に
要する経費の10/10を補助
（上限300千円）

必要
[一部損壊
以上]

R6.7.1～
居住政策課
℡443-2112

（８）
宅地液状化等の復
旧支援

液状化被害を受けた宅地の復旧を支援します。
（ア）復旧工事
（イ）地盤改良工事
（ウ）傾斜修復工事
（一部損壊の場合はその他一定の要件あり）

液状化被害を受けた宅地の復旧等工事
費の2/3を補助
（ただし工事費から500千円を控除。
工事費上限12,000千円、補助金上限
7,666千円）

必要
[一部損壊
以上]

R6.7.1～
居住政策課
℡443-2112

３１



（参考）現在の主な市の被災者支援一覧

２．被災者の生活再建

項目 内容 支援金額等
罹災証明
必要有無

期間
（見込）

問合せ先

(1) 災害弔慰金
災害により、死亡された方（市民）の遺族に弔慰金を支給
します。

死亡（生計維持者）：5,000千円、
死亡（その他） ：2,500千円

不要 -
福祉政策課
℡443-2164

(2) 災害障害見舞金
災害により、負傷又は疾病で精神又は身体に著しい障害を
負った方に見舞金を支給します。

障害（生計維持者）：2,500千円、
障害（その他） ：1,250千円

不要 -
福祉政策課
℡443-2164

(3) 災害見舞金
災害により、住宅被害や人的被害を受けた世帯に見舞金を
支給します。

全壊：100千円、半壊：50千円、
準半壊：30千円、一部損壊：10千円、
重傷：30千円

必要
[一部損壊
以上]

-
福祉政策課
℡443-2164

(4) 災害義援金 被災された市民への義援金を募集し、配分します。

【第１次配分】
全壊：市180千円、県600千円、
半壊：市45千円、県150千円
等被災状況により

【第2次配分】
全壊：県600千円、半壊：県150千円
等被災状況により

必要
[一部損壊
以上]

[申請受付]
～
R6.12.27

生活支援課
℡443-2244

(5)
被災者生活再建支
援金

住家が準半壊以上の被害を受けた世帯等に支援金を支給
します。

全壊、解体、長期避難：上限3,000千円、
大規模半壊：上限2,500千円、
中規模半壊：上限1,000千円、
準半壊：上限500千円

必要
[準半壊以上]

［申請受付］
基礎支援金：
～R8.1.31、
加算支援金：
～R9.1.31

福祉政策課
℡443-2164

(6)
災害援護資金貸付
金

災害により、世帯主が負傷、または住家や家財に被害を受け
た世帯に、生活の再建に必要な資金の貸し付けを行います。

貸付上限額：3,500千円
（世帯主の負傷の有無、被害の程度、全
壊、半壊による。所得制限あり）

住家被害
必要
［半壊以上］

［申請受付］
～
R7.3.31

福祉政策課
℡443-2164

(7)

市営住宅、賃貸型
応急住宅（民間賃
貸住宅）の一時提
供

災害により住宅に被害を受け、避難を必要とする方に、一時
的な避難先として市営住宅等を提供します。
①市営住宅：原則半年間、１年間まで延長可能
②賃貸型応急住宅：２年間

必要
[原則半壊
以上]

[申請受付]
～
R6.12.27

市営住宅課
℡443-2097
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（参考）現在の主な市の被災者支援一覧

２．被災者の生活再建

項目 内容 支援金額等
罹災証明
必要有無

期間
（見込）

問合せ先

(8) 就学援助
災害により、住宅が被害を受け、経済的に困窮されているご家庭
の負担軽減を図るため、給食費や学用品費など、小・中学生の就
学に必要な費用の一部を援助します。

必要
[半壊以上]

～
R7.3.31

学校教育課
℡443-2134

(９)
富山市外国人ワン
ストップ相談窓口

富山市民国際交流協会「富山市外国人ワンストップ相談窓口」で
相談に対応します。（随時）

不要 -
富山市民
国際交流協会
℡444-0642

(10)
公費解体した家屋
の固定資産税等の
減免

公費解体した家屋の固定資産税、都市計画税の減免を受けられ
ます。
※令和６年度３期分～令和７年度分のうち、解体後に到来する
納期分

不要
Ｒ６年度３期分
～Ｒ７年度分

資産税課
℡443-2035

(11)
介護保険料、介護
サービスに係る
利用料の減免

災害により住家等の財産に被害を受けた方について、介護保険
料や介護サービス費等の利用者負担額の減免を受けられる場合
があります。

［保険料］
必要
［利用料］
不要

[保険料]
～R7.3.31
[利用料]
～R6.12.31

介護保険課
℡443-2043

(12)
国民健康保険料の
減免等

災害により住宅等に被害を受けた被保険者の方は、保険料の減
免・免除や、窓口支払い（一部負担金）の猶予・免除を受けられる
場合があります。

必要

[保険料]
～R7.3.31
［窓口支払い］
～R6.12.31

保険年金課
［保険料］
℡443-2065
［窓口支払い］
℡443-2064

(13)
後期高齢者医療保
険料の減免等

災害により住宅等に被害を受けた被保険者の方は、後期高齢者
医療保険料を減免できる場合があります。
また、災害により被害を受けた被保険者の方は、医療機関に受
診の際の窓口支払い（一部負担金）が猶予・免除となる場合があり
ます。

必要

[保険料]
～R7.3.31
[窓口支払い]
～R6.12.31

富山県後期高齢
者医療広域連合
[保険料]
℡465-7503
[窓口支払い]
℡465-7502
保険年金課
℡443-2063

(14)
国民年金保険料の
免除

災害により被害を受けた方は、国民年金保険料について、免除
になる場合があります。

必要
～
R7.6.30

富山年金事務所
℡441-3926
保険年金課
℡443-2067
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（参考）現在の主な市の被災者支援一覧

２．被災者の生活再建

項目 内容 支援金額等
罹災証明
必要有無

期間
（見込）

問合せ先

(15)
障害福祉サービス
の利用者負担の
軽減等

災害により被災された方は、申請により障害福祉サービス等の利
用者負担が猶予・免除となる場合があります。

必要
～
R7.3.31

障害福祉課
℡443-2254
こども健康課
℡443-2279

(16)
保育料・給食費等
の減免

公立・私立の保育料、給食費、時間外保育料及び一時預かり保
育料を軽減できる場合があります。

必要
[準半壊以上]

当面の間
こども保育課
℡443-2165

(17)
放課後児童クラブ
利用料の支援

被災した登録児童に係る放課後児童クラブ利用料を返金又は減
免した放課後児童クラブに、補助金を交付します。

補助率：国1/3、県1/3、市1/3、
月額最大280千円/支援単位

不要 当面の間
こども支援課
℡443-2204

(18) 水道料金等の減額
災害により被害を受け、水道水を大量に使用された方の水道料
金等を減額できる場合があります。

不要 当面の間
上下水道局
料金課
℡432-8513

(19)
建築確認申請等の
手数料免除

災害により滅失又は破損のため建築する建築物、建築設備、工
作物に係る手数料について手数料相当額を免除します。

必要
[半壊以上]

～
R7.3.31

建築指導課
℡443-2107

(20)
危険物施設の設置・
変更許可申請に係る
手数料の免除

被災した危険物施設について、消防法第１１条の規定による危険
物施設の設置・変更許可申請の手数料を免除します。

不要
～
R7.3.31

消防局予防課
℡493-4871

３４



（参考）現在の主な市の被災者支援一覧

３．その他の支援

項目 内容 支援金額等
罹災証明
必要有無

期間
（見込）

問合せ先

(１)
消雪装置災害修繕
補助金

町内会等が管理する消雪装置のうち、地震で損傷したものにつ
いて、修繕費用の一部を補助します。

1/2補助、上限2,500千円、5,000千円
（市道への敷設延長による）

不要
～
R7.3.31

道路河川
管理課
℡443-2092

(2)
経営安定資金・
災害枠

災害により被害を受けた事業の用に直接供する建物、機械器具
等を市内に新たに設置し、又は修繕するために要する資金、また
は災害からの復旧に要する運転資金について、融資を行います。

融資限度額25,000千円
融資利率年1.75％（市助成率0.80％）
→実質利率 年0.95％

罹災証明書ま
たは被災届出
証明書

～
R6.12.31

商工労政課
℡443-2070

(3)
被災産地農業用施
設支援

農業者の組織する団体（農業協同組合等）を対象に、被災した共
同利用施設の修繕費を支援します。

国・県・市
補助率：国1/2、県1/10、市1/10

必要
～
R7.3.31

農業水産課
℡443-2083

（４）
被災農業者施設等
支援

農業者の生産・加工に必要な農業用施設や機械の再建・修繕等
により営農を再開する農業者を支援します。

国・県
補助率：国1/2以内、県1/4以内

必要

[申請受付]
～
R6.11.29

[交付]
R6.10
～
R7.3.31

農業水産課
℡443-2083
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